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令和７年度 

美郷3期地区 畜産環境総合整備事業 

F第04101号工事 

 

 

 

 

 

 

発酵撹拌機修繕工事（排気ファン修繕） 

 

 

特 別 仕 様 書 
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１．共通仕様書の適用 

 本工事の施工にあたっては、「秋田県土木工事共通仕様書」および「施設機械工事等

共通仕様書(農林水産省農村振興局整備部設計課)」（以下、「共通仕様書」という）に基

づき実施しなければならない。 

 

２．共通仕様書に対する特記事項 

 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。 

 

第 1 編 共 通 編 

第 1 章 総   則 

 

第１節 工事種別 

 本工事の工事種別は、機械器具設置工事とする。 

 

第２節 工事カルテ作成・登録 

 本工事の「工事カルテ」登録における工事種別は、農業農村整備工とする。 

 

第３節 履行報告等 

 履行報告書の提出は、原則として翌月最初の月曜日(土日祝日と重なる場合はその翌

日)とする。 

 

第４節 第三者に対する措置 

 １．地区境界付近の施工においては境界を十分に確認するとともに、他の施設（道路、

水路、家屋等）と近接して施工する場合は、施設の保全について十分考慮しなければな

らない。 

 ２．公道及びその付近で工事を行う場合には一般車両及び歩行者を最優先し、徐行及

び安全運転を遵守するとともに、必要に応じて交通誘導員を配置するなど、交通安全対

策には万全に期さなければならない。 
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第５節 関連機関との調整 

 施工にあたり美郷町と連絡調整を図らなければならない。 

 

第６節 デジタル写真管理情報基準 

 デジタル写真管理情報基準については、「秋田県電子納品運用ガイドライン(案)」に

よるものとする。 

 

第７節 建設副産物 

 共通仕様書第１編 1-1-24 建設副産物２．について、「産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）」は、「産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェスト」と読み替

えるものとする。 

 

第８節 特定建設資材の分別解体等・再資源化等 

 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、工事発注後に明

らかになった事情で、予定した条件により難い場合には、監督員と協議するものとする。 

 

１．分別解体等の方法 

 明示した以下の事項と別の方法による場合でも変更の対象とはしない。 

工

程

毎

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工 程 作業内容 分別解体等の方法 

①仮 設 仮設工事 

  有     無 

  手作業 

  手作業・機械作業の併用 

②土 工 仮設工事 

  有     無 

  手作業 

  手作業・機械作業の併用 

③基 礎 仮設工事 

  有     無 

  手作業 

  手作業・機械作業の併用 

④本体構造 仮設工事 

  有     無 

  手作業 

  手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 仮設工事 

  有     無 

  手作業 

  手作業・機械作業の併用 

⑥その他 仮設工事 

  有     無 

  手作業 

  手作業・機械作業の併用 
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第９節 低騒音型建設機械 

 本工事において、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 62 年 3 月 30 日建設

省経機発第 58 号）」に基づき、下記工事の施工に使用する対象建設機械は、「低騒音型・

低振動型建設機械の特定に関する規定（平成 13 年 4 月 9 日国土交通省告示第 487 号）」

に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。 

 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議の上、必要書類を提出するものとする。

また、使用する低騒音型建設機械は写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。 

工種または種別 対象建設機械 備  考 

   

 

第２章 工 事 一 般 

 

第１節 工事内容 

 この工事は、美郷３期地区の実施計画に基づき、ロータリーキルン(回転型乾燥装置)

補修及び排気ファンの修繕を行う工事である。 

 

第２節 工程関係 

 １．施工時期、時間・施工方法の制限事項 

 (1)現場内巡視 

  請負者は、工事の中断期間中においては現場内巡視検討を行い、安全の確保に努 

  めなければならない。 

 (2)余裕期間の設定 

  請負者は、余裕期間内には資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工 

  を行ってはならない。 

 

第３節 安全対策関係 

 １．交通安全に関する事項 

 (1)交通誘導員の配置 

  直接公道との隣接工事はないが、交通誘導員の配置については、監督員と協議す 

  るものとする。 
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第２編 材 料 編 

第１章 一 般 事 項 

 

第 1 節 旧 JIS マーク製品の取り扱い 

 工業標準化法の改正により新 JIS マーク制度が導入され、平成 20 年 9月 30 日をもっ

て旧 JIS マーク認定業者の認証取得のための経過措置期間が終了となっている。旧工業

標準化法に基づいて製造された「旧 JIS マーク製品」を工事で使用する場合の取り扱い

については、以下の通りとする。 

(1)経過措置期間内に製造された旧 JIS マーク製品(在庫品)についても使用可能である。 

(2)受注者は、旧 JIS マーク製品を使用する場合には、旧精度における製品の証として、

「日本工業規格表示認定書」の写しを提出し、監督員の承諾を得なければならない。 

 

第２節 適用規格 

 施工にあたっては、次の規格及び基準等を順守すること。 

①日本工業規格 JIS 

②日本電気工業標準規格 JEM 

③電気規格調査会標準規格 JEC 

④電気設備技術基準 

⑤その他関連する規格基準等 

 

第３編 共 通 編 

第１章 総   則 

 

第１節 段階確認 

 共通仕様書 第１編土木工事共通編「1-1-26 監督員による検査（確認を含む）及び

立会等」に基づき段階確認を行う工種として、次の工種を追加するものとする。 

工 種 細 別 確認時期 確認項目 

機械器具設置 ― 

材料搬入時 機器検収 

据付状況または完了時 撤去機器、個数、動作確認 
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  第４編 機械設備編 

第１章 一般事項 

 

第１節 共通事項 

 図面及び仕様書に記載していないために製作に疑義を生じ、また見解に異をする者が

あるときは、監督員と協議の上決定するものとする。 

 

第２節 一般事項 

 (1)整備一般 

  整備にあたっては、関係する諸基準、規格を遵守し、十分検討を行い、環境に即応

した調和と安全を確保できる設備にするものとする。 

 

(2)構造一般 

  構造については、設計図書に示される水位、水圧、気象条件及び設計荷重条件等に

対して、強度、剛性を有し、耐久性に優れ、操作及び保守点検が容易なものとする。 

 

第２章 設計仕様 

 

第１節 設計仕様 

 ロータリーキルン排気ファン修繕工事 N=1 式 

 設置する設備の仕様は以下のとおりとする。 

1）排気ファン仕様は別図に示す仕様以上とする。 

 

 

第３章 運搬・据付 

 

第１節 一般事項 

 (1)請負者は、承諾された設計図書及び工場での検査記録をもとに、規定の許容差 

  内に正確に据付しなければならない。 
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(2)据付に当たっては作業員の安全教育の徹底を図り、機材、足場、地盤の状態 

及び現場内の環境を点検し、人身事故並びに施設損傷等の絶無を期するととも

に、保安設備標識を設け、第三者への防災にも万全の措置を講ずるものとする。 

 

第２節 運 搬 

 (1)請負者は、各設備、機器の現場搬入の方法、時期について、事前に監督員に輸 

  送計画書を提出し、十分打合せを行わなければならない。 

 (2)請負者は、各設備、機器の運搬過程において変形・破損が生じることのないよ 

  うに荷造りをしなければならない。 

 

第３節 据付工事 

 (1)据付に先立ち、監督員の立合のもとに下部構造物の所定寸法及び位置の確認を 

  行うものとする。 

 (2)仮設備用機材または架設用機械等は使用条件を十分検討した設計を行い、特に 

  材質、溶接等は十分慎重を期するものとする。 

 (3)現場施工で完成後の出来形確認が困難な箇所については、あらかじめ監督員の 

  確認を受けてから次の工程に移るものとする。 

 (4)機器の配置は、操作及び点検が容易なように配置するものとする。 

 (5)機器の据付に重機械を使用する場合は、既設構造物に損傷を与えないように配 

  慮すること。万が一損傷を与えた場合には、監督員に報告するとともに、補修

工法を打合せの上、請負者の責任で原形に復旧すること。 

 

第４章 提出図書 

 

第１節 承諾図書 

 請負者は、契約締結後、監督員が指定する期日まで、次の承諾図書を事前に提出

し、承諾を得なければならない。 

 (1)機器仕様書 

  ①機器製作、機械単体品、購入品等の規格・重量 

  ②自社製品以外のリスト、メーカー、仕様、試験成績表 
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 (2) 施工計画書 

 (3) その他必要な図書 

 

第２節 完成図書 

 請負者は、工事完了後に次に示す図書を一括ファイルして完成図書とし、提出し

なければならない。 

 (1)機器仕様書 

 (2)据付仕様書 

 (3)取扱説明書及び保守要領書 

 (4)その他監督員の指示した図書 

 

第５章 試験及び検査 
 

第１節 一般事項 

 (1)試験及び検査は、設計図書及び承諾図書により実施するものとする。なお、諸 

  試験を行うに当たっては、あらかじめ試験実施要領等を作成し、監督員と打合 

  せのうえ実施するものとする。 

 (2)試験、検査に要する費用については請負者の負担とする。 

 

第２節 現場検査 

 現場据付時において、必要な検査がある場合には、事前に監督員と打合せの上 

実施する。 
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【工事価格内訳表】 美郷3期

F第04101号工事

　1 排気ファン他修繕工事 1 式

備　　考

備　　考

　　・工事価格

　　・消費税相当額(10%)

項　目　名 数　量 単位 金　額

　工　事　費

項　目　名 金　額
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明細書  

1 　制作工事原価

1-1直接製作費

機器単体費

2 　据付工事原価

2-1直接工事費

据付工事費

2-2間接工事費

共通仮設費

積み上げによる共通仮設費

現場管理費

据付間接費

3 一般管理費

工事価格 万円未満切捨

備　　考名　　称　(規　格) 数　量 単位 単価 金　額
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事業名

工事名

数 量 単位 単 価 金 額 備 考

1 式

2 式

排気ファン

1 式

機器単体費 計 1 式

機器単体費

キルン本体エンドパッキン押さえ部品

工事費明細書

美郷3期地区　畜産環境総合整備事業

工事別工事名

名　　称　(規　　格)
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事業名

工事名

数 量 単位 単 価 金 額 備 考

据付工事費 1 式

1 式

設備機械工

1 人 実単P281R02019

設備機械工

据付費 9 人 実単P281R02019

重機及び機材費 1 式

据付工事費 計 1 式

工事費明細書

美郷3期地区　畜産環境総合整備事業

工事別工事名

名　　称　(規　　格)

輸送費

重量物搬入費
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